
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
総
合
こ
ど
も
園
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修

正
案
要
綱

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
総
合
こ
ど
も
園
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
」
の
全
部
を

修
正
し
、
次
の
内
容
の
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
こ
と
。

第
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め

る
こ
と
。

一

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

二

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

三

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

四

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

１

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
案
に
対
す
る
修
正
案
の
提
出
に
伴
う
修
正



二

①

事
業
所
内
保
育
事
業
を
、
児
童
福
祉
法
に
規
定
す
る
よ
う
改
正
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

②

国
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
以
外
の
者
が
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
際
、
事
前
届
出
制
と
し
て
い
た
も
の
を
、

市
町
村
に
よ
る
認
可
制
と
す
る
こ
と
。

③

保
育
所
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
認
可
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
以
外
の
多
様
な
主
体
が
参
入

す
る
際
の
基
準
を
規
定
す
る
こ
と
、
欠
格
事
由
を
設
け
る
こ
と
等
の
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

④

保
育
所
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
認
可
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
等
の
条
例
で
定
め
る
基
準
を
満
た
し
た
施
設
に

つ
い
て
、
そ
の
設
置
者
が
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
場
合
及
び
供
給
過
剰
に
よ
る
需
給
調
整
が
必
要
な
場
合
を
除
き
、

認
可
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑤

保
育
所
の
認
可
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑥

保
育
所
の
認
可
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
は
児
童
福
祉
審
議
会
の
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
認
可
に
当
た
っ
て

は
、
市
町
村
は
児
童
福
祉
審
議
会
そ
の
他
児
童
福
祉
に
係
る
当
事
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
こ
と
。

⑦

そ
の
他
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
案
の
修
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



三

２

市
町
村
が
担
う
保
育
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る
規
定
の
修
正

①

市
町
村
は
、
児
童
福
祉
法
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
護
者
の
労
働
等
の
事
由

に
よ
り
、
そ
の
監
護
す
べ
き
乳
児
、
幼
児
そ
の
他
の
児
童
に
つ
い
て
保
育
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
②
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
児
童
を
保
育
所
に
お
い
て
保
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

②

市
町
村
は
、
認
定
こ
ど
も
園
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
り
必
要
な
保
育
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

③

市
町
村
が
行
う
保
育
の
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
範
囲
を
拡
大
し
、
あ
っ
せ
ん
、
要
請
に
よ
る
円
滑
な
利
用
が
出
来

な
い
場
合
に
も
対
応
す
る
こ
と
で
、
保
育
の
実
施
に
関
す
る
市
町
村
の
権
限
と
義
務
を
強
化
す
る
こ
と
。

④

市
町
村
が
、待
機
児
童
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
利
用
の
調
整
、
要
請
の
事
務
を
、

当
分
の
間
、
待
機
児
童
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

⑤

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

３

保
育
所
の
定
義
に
関
す
る
規
定
の
修
正

保
育
所
を
満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
に
保
育
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
か
ら
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
に
保
育



四

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
に
す
る
こ
と
。

五

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）

六

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

七

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）

八

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

九

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）

十

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）

十
一

学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
十
四
号
）

十
二

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

十
三

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

十
四

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

十
五

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

十
六

国
有
財
産
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）



五

十
七

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

十
八

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）

十
九

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

二
十

公
立
の
学
校
の
事
務
職
員
の
休
職
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）

二
十
一

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
百
四
十
三
号
）

二
十
二

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

二
十
三

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）

二
十
四

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）

二
十
五

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

二
十
六

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

二
十
七

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）

二
十
八

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）



六

二
十
九

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

三
十

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）

三
十
一

水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）

三
十
二

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）

三
十
三

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）

三
十
四

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）

三
十
五

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）

三
十
六

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

三
十
七

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）

三
十
八

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

三
十
九

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

四
十

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法

律
第
四
十
号
）



七

四
十
一

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）

四
十
二

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）

四
十
三

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

四
十
四

発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

四
十
五

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

四
十
六

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）

四
十
七

日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）

四
十
八

Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少
年
教
育
団
体
共
済
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）

四
十
九

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）

五
十

障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）

五
十
一

児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）

五
十
二

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）



八

五
十
三

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第

号
）

五
十
四

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）

五
十
五

文
部
科
学
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
六
号
）

第
二

附
則

本
法
の
施
行
期
日
を
規
定
す
る
こ
と
。


